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◆ 仕事に活かす「今月の格言・ことわざ」 

「あまりに細心すぎるのは、繊細を取り違えて

いるだけだ。本当の繊細さは、確固とした細

心さである。」 ラ・ロシュフーコー 『箴言

と考察』（1665年） フランス より 

 人間というものは、細かいところに気がいけば

いくほど、「大局」というものが見えなくなって

しまうものらしいのです。 

 「あの人は細かいから。」という言葉のどこかに

は「些細なことにこだわりすぎて全体が見えて無

い」という揶揄が入っていることが多いようです。 

 しかし、あまりに大雑把すぎて緻密さを欠くと

いうのは論外です。「何の為の緻密さ」であるか

をしっかりと把握していなければなりません。 

 一流の棋士は対局において、盤面を模様として

把握しつつ、その細部を詰めていく、という話を

聞いたことがありますが、「勝つ」という確固た

る目標があり、そのための全体の流れをつかんだ

上で、細部のひとつひとつを詰めていく、これが

本当の繊細さなのではないでしょうか？ 

 「細かな支出は押さえられたが、全体の利益が

減った」などということでは、会社としては「失

敗」に過ぎないのですから。 

 さて、あなたは全体を見越した『確固たる細心

さ』をお持ちでしょうか？ 

 それでは今月の事務所便りをお届けします。 

 

厚生労働省が運営する「労働条件」 

「パート労働」に関するサイト 

◆ 労務管理に関する 2つのサイト 

 厚生労働省は、11月に労務管理に関連するサイ

トを相次いで開設・リニューアルしました。 

 開設したのは「労働条件」に関するサイト、リ

ニューアルしたのは「パ―ト労働」に関するサイ

トですので、自社の労務管理体制のチェックおよ

び整備にぜひご活用ください。 

◆「確かめよう労働条件サイト」 

 まずは、11月 23日（日）に労働条件に関する

総合情報サイトである「確かめよう労働条件サイ

ト」（http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/）を

開設しました。 

 近年、非正規雇用社員を中心に「労働条件」を

めぐる労使間トラブルが多発しており、企業が注

意しなければならない重要項目の 1つです。 

 サイトの内容は次の通りとなっています。 

（1）労働条件に関する疑問に答えるＱ＆Ａ…「労

働者・ご家族の方向け」、「事業主・労務管理担

当の方向け」に分かれています。 

（2）法令・制度の紹介…労働条件に関する法令・

制度を紹介するものであり、労働基準監督官の

仕事についても解説されています。 

（3）相談機関の紹介…労働局、労働基準監督署

等の所在地や連絡先が掲載されています。 

（4）行政の取組み…「若者の使い捨てが疑われ
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る企業」への重点監督の実施状況、学生のため

の労働条件セミナー等の情報が掲載されてい

ます。 

（5）裁判例…「採用」「配置」「処遇」「解雇」「退

職」の 5ジャンルに分かれています。 

◆「パート労働ポータルサイト」 

 次にご紹介するのは、11月 28日（金）にリニ

ューアルされた「パート労働ポータルサイト」

（http://part-tanjikan.mhlw.go.jp/）です。 

 このサイトは2012年11月から運営されていま

すが、来年 4月の「改正パート労働法」施行を控

え、従来のコンテンツ（「パートタイム労働者雇

用管理改善マニュアル・好事例集」、「職務評価の

実施方法の解説・事例紹介」、「短時間正社員制度

導入支援ナビ」等）に加え、下記の内容が追加・

拡充されました。 

（1）パート労働者活躍企業診断サイト 

（2）パート労働者活躍企業宣言サイト 

（3）パート労働者キャリアアップ支援サイト 

 

労働者による「ブラック企業」の 

認識にみる今後の労務管理の方向性 

◆「ブラック企業」は依然重要なキーワード 

 2013 年の流行語大賞にも選出された、「ブラッ

ク企業」という言葉。明確な定義があるものでは

ありませんが、ブラック企業対策プロジェクトで

は一応、「異常な長時間労働やパワーハラスメン

トなど劣悪な労働条件で従業員を酷使するため、

離職率も高く、過労にともなう問題等も起きやす

い企業のこと」との定義付けを行っています。 

 一時は毎日のようにメディア等で目にしたキ

ーワードですが、最近はそうしたことも少なくな

くなり、一時期の流行は去った感を持っている方

も多いのではないでしょうか。 

 しかし、日本労働組合総連合会（連合）が行っ

た調査で、4人に 1人が「勤務先はブラック企業

である」と感じており、特に 20 代ではこの割合

が 3人に 1人となることがわかりました。 

 「ブラック企業」は、まだまだ関心が高いキー

ワードであることが窺えます。 

◆「ブラック認定」されるポイントは？ 

 同調査は、それぞれの労働者が「自分の勤務先

がブラック企業であると考えているかどうか」を

問うものであり、客観的な指標をもとにブラック

認定を行うものではありませんが、ハラスメント

の考え方と同様、労働者個々が「勤務先がブラッ

ク企業である」と考えているというのは、「ブラ

ック企業のような働かせ方をされている」と感じ

ているということであり、働かせ方等を考えるう

えで大きなポイントとなります。 

 この点、同調査によると、勤務先がブラック企

業だと思う理由の上位は「長時間労働が当たり

前」、「仕事に見合わない低賃金」、「有給休暇が

取得できない」、「サービス残業が当たり前にな

っている」…等となっています。 

 労務トラブルの発生を防ぐという観点からは、

これらの要因をいかになくしていくかが検討さ

れるべきです。 

◆ 転職先探しでも重視される「ブラック企業」 

 また、転職意向がある人に転職先を探す場合に

重視するポイントを尋ねたところ、3人に 1人は

「ブラック企業などの悪いうわさ（がないか）」

を重視すると回答しています。 

 人材不足時代にあって、採用活動が成功するか

どうかは「ブラック企業と認識されていないこ

と」が重要なポイントとなってくるとも言えそう

です。 

 まだまだ労務管理上、「ブラック企業」という

キーワードには注視が必要です。 

 

「実質賃金」も「年金」もともに目減り！ 

◆ 実質賃金は 4カ月連続で減少 

 10月の「毎月勤労統計調査（速報）」によると、

パートを含む労働者1人が受け取った現金給与総

額（基本給や残業代、賞与などの合計）は、前年

同月より 0.5％多い平均 26万 7,935円で、8カ月

連続で改善しましたが、賃金から物価の伸びを差

し引いた実質賃金指数は 2.8％減り、昨年 7月以

来、1年 4カ月続けて減少しました。 
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 今年 4月の消費税率 8％への引上げや円安によ

る輸入物価の上昇もあり、賃金の伸びが物価上昇

のペースに追いついていないようです。実質賃金

指数は 7月には夏の賞与が増えて減少幅が 1％台

に縮みましたが、8 月以降は 3％前後のマイナス

で推移しています。 

◆ 景気後退がパート労働者の賃金にも影響 

 現金給与総額の増加幅も8月以降は減り続けて

います。10月の内訳では、正社員など一般労働者

は 0.6％増えましたが、パートは 0.3％減。パー

トの労働時間が減ったことが要因とみられてい

ます。 

 厚生労働省は、消費増税後の需要減で企業が生

産を控えているうえ、人手不足を背景に人材を確

保しやすい短時間勤務での採用を増やしている

ためとみています。 

◆ マクロ経済スライド実施で年金も目減り 

 一方、公的年金の支給額の伸びを物価上昇より

も低く抑える「マクロ経済スライド」が、来年度

に初めて実施されることが確実な情勢となりま

した。 

 2014 年の通年での物価上昇が決定的となった

ためで、これにより年金の支給水準も来年度、物

価に比べて実質的に目減りすることになります。 

 マクロ経済スライドは、少子高齢化で厳しくな

る年金財政を維持するため 2004 年に導入されま

した。来年度の抑制額は 1.1％ほどが見込まれて

おり、国民年金を満額（月6万 4,400円）もらっ

ている人は、物価上昇に対応した本来の増額分か

ら月 700円ほど目減りすることになります。 

◆ 今回が初めての発動 

 マクロ経済スライドは、本来、条件が揃えば自

動的に発動されることが法律で決まっています

が、物価下落時には発動されないルールがありま

した。 

 制度導入後は長くデフレが続いたことなどか

ら、まだ一度も発動されておらず、今回は経済状

況が変わったため初めての発動となります。ただ

物価の伸びが大きいため、名目の年金額自体は増

える見込みです。 

 正式な年金額は、来年 1 月末にわかる 2014 年

の年間物価上昇率を反映させ、厚生労働省が公表

します。 

 

「健康経営」で 

職場環境をより一層健康的に！ 

◆「健康経営」における政府の施策 

 超少子高齢化の進展に伴い、働き盛り世代から

の健康づくりの重要性が高まる中、政府は“国民

の健康寿命の延伸”を重要施策として掲げていま

す。 

 また、その実現のため「健康保険法等に基づく

厚生労働大臣指針」（告示）を改正し、すべての

健康保険組合に対し、レセプト等のデータ分析に

基づく加入者の健康保持を促す「データヘルス計

画（仮称）」の作成・公表、事業実施、評価等の

取組みを求めるとともに、市町村国保が同様の取

組みを行うことを推進することを掲げました。 

◆ 厚生労働省による取組み 

 厚生労働省は、「健康保険法に基づく保健事業

の実施等に関する指針」を改正（平成 26年 3月）

し、「保険者は、健康・医療情報を活用して PDCA

サイクルに沿った効果的・効率的な保健事業の実

施を図るための保健事業の実施計画（データヘル

ス計画）を策定し、計画に基づく保健事業の実施

及び評価を行う」としました。 

 なお、「データヘルス計画」は、平成 27年度よ

りスタートする予定です。 

◆ 経済産業省による取組み 

 一方で、経済産業省は、企業による「健康経営」

を促進するため、厚生労働省が進める「データヘ

ルス計画」と連携し、企業や経営者向けに、「健

康投資ガイドブック」を策定しました。 

 これは、「わかりやすく健康投資の概念を提示

すること」「企業業績へのメリット等の提示によ

り訴求力を高めること」「社内環境整備や全体枠

組みとしての実践方法を提示すること」の 3つの

方針に基づいて作成されています。 

◆ 企業による取組み 
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 従業員の健康改善と医療費の適正化は、企業の

社会的評価だけでなく労働の生産性も向上させ、

社会経済の活性化や日本再生にも貢献し得ると

されています。 

 上記の「データヘルス計画」や「健康投資ガイ

ドブック」を上手に活用し、職場環境をより一層

健康的なものにしましょう。 

 

「メンタルヘルス」に対する取組みの 

最新実態 

◆ 上場企業 2,424社が回答 

 公益財団法人日本生産性本部の「メンタル・ヘ

ルス研究所」が、「メンタルヘルスの取り組み」

に関する企業アンケート調査の結果を取りまと

めました（上場企業 2,424社が回答。2014年 6月

～8月実施）。同調査は 2002年から隔年で実施し

ており、今回が 7回目となります。 

◆「心の病」の増減傾向と年齢層 

 最近 3年間の「心の病」が「増加傾向」と回答

した企業は 29.2％（前回調査比 8.4％減）、「横ば

い」と回答した企業は 58.0％（同 6.6％増）でし

た。 

 過去 8年間の結果と比べると「増加傾向」の割

合は減少してきているものの、「減少傾向」にま

で至っている企業は 10％に満たず、高止まりとな

っています。 

 また、「心の病」にかかる年齢層では、一番多

い 30 代が 38.8％（同 3.9％増）、40代が 32.4％

（同 3.8％減）となっており、両世代にまたがる

課題となっています。 

 さらに、10～20代の割合は 18.4％（同 0.4％減）

ですが、対象人数が少ないことを考慮すると高率

であり、「心の病」を課題とする世代は広がって

いる傾向にあります。 

◆ 組織風土と「心の病」の関係 

 「心の病」が「増加傾向」の組織では、「個人で

仕事をする機会が増えた」について、肯定率が

52.1％となったほか、「職場での助け合いが少な

くなった」については同 49.3％、「職場でのコミ

ュニケーションが減った」については同 58.9％と

なりました。 

◆「改正労働安全衛生法」への対応 

 労働安全衛生法の改正により、従業員のストレ

スチェックが義務化されます（2015年 12月）。 

 今後は、これへの対応についても十分に検討し、

メンタルヘルス対策を講じていかなければなり

ません。 

 

雇用障害者数・障害者雇用率が 

過去最高に！ 

◆ 平成 26年の障害者雇用状況 

 厚生労働省から、民間企業や公的機関などにお

ける「平成 26年度 障害者雇用状況（6月 1日時

点）」が公表されました。 

 この結果によると、民間企業における雇用障害

者数は、43万 1,225.5人と前年より 2万 2,278人

増加、実雇用率も 1.82％と前年より 0.06％上昇

しており、ともに 11 年連続で過去最高となりま

した。 

 また、法定雇用率（従業員数に対する障害者数

の割合。民間企業は 2.0％）を達成した企業数は、

3万 8,760社、割合は 44.7％で前年より 2.0％上

昇しました。 

◆ 法定雇用率未達成企業は？ 

 法定雇用率未達成企業は、4万7,888社（55.3％）

でした。そのうち、障害者を 1人も雇用していな

い企業（いわゆる「0人雇用企業」）は、未達成企

業のうち約 6割（59.4％）を占める結果となりま

した。 

 現在、法定雇用率未達成企業に対する罰則とし

て、常用雇用労働者が 201 人以上の事業主には、

法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて 1

人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付し

なければならないこととされています。 

◆ 今後の動向と企業への影響 

 来年 4月から、障害者雇用納付金の対象が、常

用雇用労働者が「101 人以上」の事業主へと拡大

されます。そのため、常用雇用労働者が 101人以
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上 200人以下の事業主についても、今後は障害者

雇用納付金制度の申告が必要となりますので、注

意が必要です。 

 また、障害者雇用率は、労働者と失業者の総数

に対する身体または知的障害者である労働者と

失業者の総数の割合を勘案して、少なくとも 5年

ごとに政令で定められます。 

 雇用率の次の改定は 2017 年となりますが、現

在の民間企業の 2.0%が引き上げられる可能性も

あり、企業・障害者・行政ともに障害者雇用のさ

らなる拡大への取組みが求められることが予想

されます。 

 

行列のできる労働相談所 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 就業規則の内容が、法令や労働協約に反し 

ていた場合や、個々の労働契約の内容が、法 

令、労働協約及び就業規則の基準に達してい 

ない場合は、どのような取扱いになりますか？ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

＜＜ 回 答 ＞＞ 

● 本来就業規則は労働基準法などの法令や

労働協約に反してはならず、また、労働契約

の内容は、法令、労働協約及び就業規則の基

準に達していなければなりません。 

＜＜ 解 説 ＞＞ 

 労働条件の決定には次のような効力関係があ

り、左にいくほど、効力が強くなります。 

法令（労基法等）＞労働協約＞就業規則＞労働

契約 

 したがって本来、就業規則の内容は、労働基準

法等の法令や労働協約に反してはなりません。そ

のような事態が生じた場合には、所轄労働基準監

督署長その使用者に対し、就業規則の内容の変更

を命ずることができることとなっています。 

 また、使用者と個々の労働者との間の労働契約

の内容が法令（又は労働協約及び就業規則）の基

準に達していない場合には、その部分については

無効とし、上記の力関係に沿って、法令（又は労

働協約及び就業規則）の基準を採用することとな

っています。 

 たとえば、労働基準法の基準（通常業務で、有

期雇用契約期間の制限が 3年）に達していない労

働契約（4 年契約）があったとします。その場合

には、契約期間の部分については無効とし、労働

基準法（労働契約期間3年）によるものとします。 

 この労働契約が法令に抵触しているからとい

って、そのために当該契約自体が無効となるもの

ではありません。 

 

◆ 朝礼や会議で活かせる 

「ちょっといい話」━━━━━━ 

「匙は器につけども、その味を知ることなし。」 

『法句経・六十四』 より 

 「匙はいつも食器のごちそうに近しいが、それ

を人の口に運ぶだけでそれ自体はせっかくのご

ちそうの味を知ることはない。」という意味。 

 いわく「どんな立派な仕事に関わっていても、

自分が何をしているかを理解せずに、人に言われ

るままに使われていれば、本当の喜びは感じられ

ない。」ということ。 

 大きな企業で大プロジェクトに参加していて

も、その仕事の持つ意味や役割を知らないままで、

単なる「日常業務」と考えてしまえば、毎日のル

ーティンワークに埋没してしまいます。 

 仕事には「その仕事が社会に果たす役割」や「そ

れに関わる人の生活」や「その仕事によって利便

を受ける人の幸福」が必ず関わってきます。その

ひとつひとつの意味がわからなければ、仕事とい

うものは「苦しく」「大変な」ものであるとしか

思えません。また、「誰も喜ばない」「自分だけが

よい思いをする」というものであれば、いずれは

どこかがほころびてくるのです。 

 匙は無機物です。それ自体は何も考えず、何も

感じません。だから不平不満をいいませんが、人

間として、個人としては「無機物」には成り切れ

ないはずです。唯々諾々として流されるままの生

き方は、あなたを無機物にするかも知れませんよ。 
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